
・カメラ撮影�
・パソコンや携帯電話�
　の使用�
・台帳の持ち出し�
　　　　　　　など�

不 正 な 閲 覧�

区 役 所�

被害者�

□閲覧を請求�

□申し出�

□住民票の請求�

□�
加害者�

業者な
ど�

DV（配偶者な配偶者などからの�
暴力暴力）・ストーカー行為行為�
DV（配偶者などからの�
暴力）・ストーカー行為�

住民基本台帳�

住
民
票

�
住
民
票

�

住
民
票

�

住
民
票

�

住
民
票

�
住
民
票

�

住
民
票

�

1

1

2

3
閲覧の中止�
命令、情報�
の破棄命令�

□目的が不特定多数�
　への名簿配布・販�
　売の場合�

□不正な閲覧の�
　場合�

■請求の目的などを厳格に審査� ■DV被害者を保護�

請求を拒否�

請求を拒否�

2

2

市
民
の
氏
名
や
住
所
な
ど
を
記

録
し
た
住
民
基
本
台
帳
。
住
民
基

本
台
帳
法
で
は
、
公
開
が
原
則
と

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
誰
で
も

閲
覧
や
住
民
票
の
写
し
を
請
求
で

き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
近
年
、
個
人
情
報
へ

の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
こ
の
制
度
を
厳
格
に
運
用
す

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
市
で
は
市
民
の
個
人
情

報
を
保
護
す
る
た
め
、「
札
幌
市

住
民
基
本
台
帳
条
例
」
を
制
定
し
、

四
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

こ
の
条
例
の
大
き
な
ポ
イ
ン
ト

は
次
の
三
点
で
す
。

■
請
求
の
目
的
な
ど
を
厳
格
に
審
査

事
業
者
や
第
三
者
か
ら
の
台
帳

閲
覧
の
請
求
に
対
し
て
、
請
求
者

の
本
人
確
認
や
請
求
理
由
な
ど
を

厳
格
に
審
査
し
ま
す
。
閲
覧
の
目

的
が
、
不
特
定
多
数
の
人
へ
の
名

簿
の
配
布
・
販
売
で
あ
る
場
合
に

は
、
そ
の
請
求
を
拒
否
し
ま
す
。

ま
た
、
不
正
な
閲
覧
（
上
記
）
が

あ
っ
た
場
合
に
は
、
閲
覧
を
中
止

し
、
取
得
し
た
情
報
の
破
棄
を
命

令
。
そ
れ
に
従
わ
な
い
違
反
者
に

対
し
て
は
、
罰
則（
５
万
円
以
下

の
過
料
）
を
設
け
て
い
ま
す
。
さ

ら
に
、
閲
覧
後
の
情
報
の
目
的
外

利
用
を
禁
止
し
、
違
反
の
疑
い
の

あ
る
人
に
対
す
る
調
査
権
が
設
定

さ
れ
て
い
ま
す
。

■
Ｄ
Ｖ
被
害
者
を
保
護

Ｄ
Ｖ
（
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ

イ
オ
レ
ン
ス＝

配
偶
者
な
ど
か
ら

の
暴
力
）
や
ス
ト
ー
カ
ー
の
被
害

者
を
保
護
す
る
た
め
、
被
害
者
か

ら
の
申
し
出
に
基
づ
き
、
そ
の
加

害
者
か
ら
、
被
害
者
の
住
民
票
の

写
し
な
ど
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
、

そ
の
請
求
を
原
則
拒
否
し
ま
す
。

■
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
を
強
化

住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

シ
ス
テ
ム
（
住
基
ネ
ッ
ト
）
を
適

正
に
管
理
・
運
用
す
る
た
め
、
セ

キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
を
強
化
。
外
部

か
ら
の
侵
入
な
ど
を
含
め
た
緊
急

時
の
対
応
と
手
続
き
を
定
め
た
行

動
計
画
を
策
定
し
ま
す
。

市
で
は
、
今
後
と
も
市
民
の
個

人
情
報
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護

に
努
め
て
い
き
ま
す
。

詳
細

戸
籍
住
民
課
�（
２１１
）２
２

９
６

市
民
の
個
人
情
報
を
保
護
す
る
た
め
、

住
民
票
の
閲
覧
な
ど
を
厳
格
化

●「
住
民
基
本
台
帳
条
例
」
を
施
行
し
ま
す
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